安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務に係る公募型プロポーザル実施要領

１　趣旨
　　この要領は、安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等の構築・導入業務につい
て、目的及び内容に最も適した契約の相手方受託者を選定するにあたり必要な事項を定
めるものとする。

２　業務の概要
（１）件名
安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務
（２）品名・規格及び数量
「安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務仕様書」のとおり
（３）履行期限
令和８年９月３０日（水）
（４）提案上限額
提案上限額は、１，６２８，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とし、提案上限額を超えた場合は失格とする。
　　この金額にオンライン資格確認システムを含むハードウェア、導入後の各種保守費用
及び月額利用料は含まないものとする。
（５）留意点
　　　システム導入後の保守及び月額利用料に関する契約は別途契約する。
導入するシステムの推奨動作環境は、一般的な無床診療所で使用されている電子カルテシステム等に要する推奨環境から逸脱しないこと。
３　プロポーザルの形式
　　公募型プロポーザル

４　実施スケジュール
	期限等
	手続き等

	令和８年４月２日（木）
	公募開始

	令和８年４月９日（木）
	質問書の提出期限

	令和８年４月１５日（水）
	質問書の回答期限

	令和８年４月２０日（月）
	参加表明書の提出期限

	令和８年４月２４日（金）
	参加資格の確認通知発出

	令和８年５月１１日（月）
	企画提案書等の提出期限

	令和８年５月２２日（金）
	審査（企画提案書内容審査及びプレゼンテーション審査）の実施

	令和８年５月２８日（木）
	審査結果の通知書発出



５　参加資格
　　このプロポーザルに参加しようとするものは、次に掲げる要件を全て満たしているこ
と。
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当していない
こと。
（２）公募開始の日から契約締結日までの日までに安城市の入札参加資格停止措置を受け
ていないこと。
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始手続きの申立て、民
事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法（平
成16年法律第75号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。
（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第7号）第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第6号に規
定する暴力団をいう。以下同じ。）又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し
ていないこと。
（５）公募開始の日までに、納める市町村税又はその延滞金に滞納がないこと。

６　質問及び回答
　　企画提案書提出に関する質問及び回答については、下記のとおりとする。
（１）質問書の提出期限
　　　令和８年４月９日（木）午後５時まで（必着）
（２）提出先
　　　安城市こども健康部健康推進課健康推進係
（３）提出方法
　　　別紙「選定審査提出書類（企画提案書等）提出に関する質問書（様式１）」に質問事
項を記入の上、健康推進課にメールで送信する。なお、送信後に健康推進課に電話で連
絡し、質問書の受信を必ず確認すること。提出先のメールアドレスは下記のとおりとす
る。
　　　提出先メールアドレス：kenko@city.anjo.lg.jp
（４）回答方法
　　　令和８年４月１５日（水）までに、本市ホームページで公開する。電話・FAXでの回
答確認は受け付けないものとする。

７　参加表明書の提出
（１）提出期限
　　　令和８年４月２０日（月）午後５時まで（必着）
（２）提出先
　　　安城市こども健康部健康推進課健康推進係
（３）提出方法
　　　持参又は書留・簡易書留とする。なお、提出時に企画内容の説明は受け付けない。
（４）次の提出書類一式を提出すること。（＊オ及びカは、公募開始日から起算して３か月以内に発行されたものに限る。）
　　ア　参加表明書（様式２）・・・・・・・・・1部
　　イ　企業概要書（様式３）・・・・・・・・・1部
　　ウ　導入実績調書（様式４）・・・・・・・・１部
　　エ　業務実施体制図（様式５）・・・・・・・１部
　　オ　商業・法人登記簿謄本の写し・・・・・・１部
　　　　＊個人事業主は代表者の住民票
　　カ　印鑑登録証明書の写し・・・・・・・・・１部
　　キ　市町村税納税証明書（滞納のない証明書）・・１部
（５）参加資格確認通知及び企画提案書提出要請
　　　市は、参加資格の有無を確認し、参加表明書等を提出した者宛に、令和８年４月２４
日（金）にメールにて参加資格確認通知を送付する。参加資格がある場合は、企画提案
書の作成及び提出について併せて通知を行う。なお、結果の問い合わせについては受け付けない。

８　企画提案書などの提出
　　参加資格を認められた参加表明者は、提案書を提出する。
（１）提出期限
　　　令和８年５月１１日（月）午後５時まで（必着）
（２）提出先
　　　安城市こども健康部健康推進課健康推進係
（３）提出方法
　　　持参又は書留・簡易書留とする。
（４）提出書類
　　　「安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務に関する提案書等作成要領」に記載する資料一式
（５）その他
　　ア　提案は１事業所につき１提案とする。
　　イ　この要領に規定する提出書類に不備があった場合は、これを受け付けない。
　　ウ　提出期限以降の提出書類の差し替え及び再提出は認めない。
　　エ　提出された資料は返還しない。なお、提出された資料は本業務に係る業者選定以外の用途には使用しない。
　　オ　提出された提案書等は、公平性、透明性及び客観性を期すため、公表することがある。提案者は安城市が行う提案書の公表等について、提出書類等の利用を許諾するものとする。
　　カ　提案書の著作権は、発注者に帰属する。
　　キ　業者選定を行うために必要な範囲において、提案書の複製を作成することがある。
　　ク　提案内容等を確認するため、聴き取りを行う場合がある。

９　審査（企画提案書内容審査及びプレゼンテーション審査）による候補者の選定
　　安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務選定委員会（以下「選
定委員会」という。）において、企画提案書の内容（３００点）及びプレゼンテーション
（１００点）の合計４００点を基に次のとおり選定を行う。
（１）企画提案書の内容審査
　　　企画提案書の内容を以下の評価項目に沿って審査を行う。
	評価項目
	内容
	配点

	１　全体評価
	提案のコンセプト（１０点）
	事業に対する理解が十分であり、目的を実現できる提案内容となっているか。（コンセプト、特徴、アピールポイント、本市における具体的な効果など）
	



３０





	
	提案者の構成及び実績（１０点）
	提案者に本システムの提供を適切にできる能力と実績は備わっているか。
	

	
	実施担当者の能力及び実績
（１０点）
	実際に導入に携わる主な実施担当者に、本システムの提供を適切に遂行できる能力と実績が備わっているか。
	

	２　システム概要
	システムの概要（１５点）
	システム提供方式、提供対象範囲及び料金設定の考え方等が具体的に示されているか。
	

２５



	
	導入作業及びスケジュール
（１０点）
	本番稼働に向けた研修や試行期間を考慮した導入スケジュールになっているか。また、作業内容や作業分担は明確か。
	

	３　教育要件
	研修
	研修の方法について、実施方法や内容、体制等についての具体的な提案が明記されているか。
	２０

	４　システム導入後の保守体制
	ソフトウェアの障害時の対応
（２０点）
	ソフトウェアの障害や不具合に対応する際の所要時間は迅速であるか。また、対応可能な曜日・時間帯及び人員体制は十分か。
	


４０




	
	セキュリティ
（２０点）
	セキュリティインシデント等に対応可能な体制が確保されているか。
	

	５　システム環境
	今後想定されるＯＳやブラウザ環境変更等への対応（５点）
	将来的なＯＳやブラウザ環境の変化への対応が期待できるか。
	



１０





	
	システムバージョンアップ
（５点）
	本システム導入後にバージョンアップがある場合、そのバージョンアップに関する費用やバージョンアップに必要なシステム側・クライアント側の設定作業について具体的に提案できているか。
	

	６　提案価格の変動要素
	提案価格の変動要素
	ライセンスの増加や容量の変更があった場合、システムバージョンアップに伴うシステム提供費及び設定変更作業費用の考え方について適正な内容かどうか。また、具体的に記載されているか。
	

１０



	７　その他












	ＳＬＡ（サービス品質保証）について（５点）
	ＳＬＡの内容を具体的に提案しており、常時稼働を期待できるかどうか。
	





１６５






	
	ＮＤＡ（秘密保持契約）について（５点）
	ＮＤＡの内容を具体的に提案しているかどうか。
	

	
	規程の作成支援（１０点）
	業務マニュアル、手順書、その他各規程の整備の支援について具体的かつ有益かどうか。
	

	
	機能要件一覧
（８０点）
	市が求める機能をどれだけ満たしているか。
	

	
	その他機能
（１５点）
	機能要件一覧に列挙した機能以外に、使い勝手や実用性に富んだ機能が実装されているか。
	

	
	説明動画
（５０点）
	システムは使いやすい操作感か。
市が想定するパターンの受診者に対し迅速に、効率よく対応できるシステムか。
	

	合計
	３００


＊「７　その他　機能要件一覧（８０点）」については、機能要件一覧（別紙１）に各機能の実現有無について記入し、企画提案書と同時に提出すること。記入方法は以下のとおりとする。なお、機能要件一覧（別紙１）の内容と、安城市休日夜間急病診療所電子カルテシステム等構築・導入業務仕様書における「機能要件」（別紙１）の内容は同一である。
ア　実現有無についての回答記入方法
　　　〇：標準機能であり実現が可能な場合
　　　×：未実装の機能であり今後も明確な対応予定がない場合
　　　△：記載した機能をそのままの形では実現できないが、代替案により実現できる場合
　　　　　代替案の具体的な実現方法を記載すること（様式任意）
イ　重点項目について
　　　　重点項目に「〇」がついているものは本市が今回のシステムを導入する上で重要視している項目である。
ウ　開発中のシステムまたは機能の対応方法
現在開発中のシステムまたは機能は、提案日時点で判断すること。
＊「７　その他　説明動画（５０点）」については、電子カルテシステム等操作画面確認シナリオ（別紙２）に沿ったシステムの具体的な操作方法及び使用感（画面の表示イメージやメニュー選択方法、必要な操作や画面遷移の所要時間等）について事前に録画撮影した動画を用いて提示すること。提出は企画提案書と同時にCD-ROMに保存して提出すること。
（２）企画提案書に関するプレゼンテーションの実施
　　ア　日時
　　　　令和８年５月２２日（金）（時間等の詳細は、提案者ごとに通知する。）
　　イ　場所
安城市保健センター２階　会議室（愛知県安城市横山町下毛賀知106番地1）
　　ウ　内容
　　　　事前に提出された企画提案書に基づくプレゼンテーション及び選定委員による質
疑を行うこととし、当日の資料配布など事前に提出された企画提案書の内容から逸
脱するものを使用しての説明は不可とする。ただし、質疑応答の中で必要であり、審査員が許可した補足資料については可とする。
　　エ　時間
　　　　１提案者につき４０分以内（プレゼンテーション：２５分以内、質疑応答：１５分
以内）とする。ただし、提案者の数によってはこれより短くなる場合がある。
	評価項目
	内容
	配点

	プレゼンテーション・ヒアリング
	説得力
	説明に説得力があるか
	
１０


	
	取り組み姿勢
	質問への対応等に関し積極的に取組む意欲が感じられるか
	１０

	価格点
	価格評価
	｛最低見積価格（導入費+60か月分の運用費）／当該業者の見積価格（導入費+60か月分の運用費）｝×８０
	
８０


	合計
	１００


（３）プレゼンテーション審査基準
以下の評価項目に基づき審査を行う。なお、審査の結果、提案者が２者の場合は、委
員ごとに合計点の高い者から順位を付け、第１位と採点した委員を多く獲得した者を優先交渉権者、２番目に多く獲得した者を次点者とする。第１位と採点した委員が同数である場合は、各委員の合計点を集計した点数（総合計点）がより高い者を優先交渉権者、他方を次点者とする。
総合計点も同点の場合は、今回の見積価格がより低い者を優先交渉権者とし、次に低
い者を次点者とする。
提案者が３者以上の場合は、委員ごとに合計点の高い者から順位を付け、第１位と採
点した委員を最も多く獲得した者を優先交渉権者、２番目に多く獲得した者を次点者とする。ただし、すべての委員が第１位とした者があった場合は、その者を優先交渉権者、第２位を最も多く獲得した者を次点者とする。第１位と採点した委員が同数である場合は、そのもののうち第２位をより多く獲得したものを優先交渉権者とする。
ただし、第１位の数及び第２位の数が同数であった場合は各委員の合計点を集計し
た点数（総合計点）がより高いものを優先交渉権者とする。
第１位及び第２位と順位付けしたものがない場合は、総合計点の高い者を上位として順位付けする。
総合計点も同点の場合は、見積価格がより低い者を優先交渉権者とし、次に低い者を
次点者とする。
（４）総合評価点及びプレゼンテーション審査評価点の合計が同点になった場合は、選定委
員会の委員長が各委員に諮り、順位を決定して優先交渉権者を選定する。
（５）評価結果において委員の評価点の平均が満点中の６割以上でなければ該当優先交渉
権者は候補者となることができない。
（６）候補者が「５　参加資格」に規定する参加資格のいずれかを欠くことになった場合、
この者の候補者としての資格を取り消し、次点の者を新たに優先交渉権者として選定するものとする。
（７）審査結果は、令和８年５月２８日（木）に提案者全員に書面にて通知する。なお、審
査結果に対する異議申し立ては受け付けない。

１０　契約に係る注意事項
（１）契約書は、安城市の業務委託契約書、委託契約約款を使用する。
（２）提出された企画提案書は、提案者の企画力等を判断するために行うものであり、内容
は契約締結時に修正・変更が加えられる可能性がある。経費等については、確定した仕
様書に基づいて再度見積もりの提出を求め、予定価格以下の価格をもって業務委託契
約を締結する。

１１　その他留意事項
（１）プロポーザルへの参加に関して必要な費用は、提案者の負担とする。
（２）プロポーザルにおける失格条件
　　　プロポーザルにおいて次のいずれかに該当する場合は失格となることがある。　
　　ア　参加表明書及び企画提案書が本実施要領に定める提出方法、提出期限、提出場所に
適合しない場合
　　イ　参加表明書及び企画提案書が、本実施要領に定める様式及び記載上の留意事項に
適合しない場合
　　ウ　参加表明書及び企画提案書に、記載すべき事項の全部または一部が記載されてい
ない場合
　　エ　参加表明書及び企画提案書に、虚偽の内容が記載されている場合
　　オ　選定委員会又は関係者に直接、間接を問わずプロポーザルに関して不正な接触又
は要求をした場合（本実施要領に定める手続きは除く。）
　　カ　その他、本実施要領に違反すると認められる場合
（３）優先交渉権者に違反等があった場合や選定後の調整により優先交渉権者と契約締結
の合意に至らなかった場合には、選定委員会における審査で次点となった者を、優先交
渉権者として選定する。
（４）その他
　　ア　参加表明書及び企画提案書の提出をもって本要領の記載内容を承諾したものとみ
なす。
　　イ　参加表明書若しくは企画提案書を提出した者は、プロポーザルの参加を辞退する
ことができる。辞退する場合は、令和８年５月１１日（月）午後５時までに「辞退届」
（様式６）を提出するものとする。なお、プロポーザルを辞退した者は、これを理由として以後の他の業務について不利な取扱いを受けるものではない。
